
◆計画の概要 令和5年 3月14日

計画の名称

計画策定主体

対象市町村

計画期間

計画の目標

対象事業
及び

関連事業

全体事業費

◆評   価

区分 評価

1
関連する計画との整合が図られ
ているか。

○

2
地域の課題に適切に対応する目
標となっているか。

○

3
対象事業の事業内容が目標と指
標に密接に関連しているか。

○

1
事後評価ができる適切な指標と
なっているか。

○

2
対象事業の実施による効果を評
価するための指標として適切な
ものとなっているか。

○

1
円滑な事業執行の環境が整って
いるか。

○

2
地元の機運が醸成されている
か。

○

3
対象事業のうち新規着工地区に
ついて、事前に実施要件の確認
がなされているか。

○

◆評価結果

評価１

評価２

農山漁村地域整備計画評価調書

  青森～豊かで持続可能な農業・農村の実現～

  青森県

　青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田
村、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東
北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

   令和２年度～令和６年度（5年間）とする。

 県の重要な政策と位置付けられている「攻めの農林水産業」の強力かつ着実な推進に資するため、「豊かで力強い農業
により攻める」と「農業・農村の安全・安心を守る」、「魅力的で活力ある農村をつくる」を柱に施策を展開し、「豊かで持続
可能な農業・農村の実現」を目指す。

評価指標

指 標 の 内 容

（農地整備）

①整備対象地区における担い手の農地集積率の増加（22.2％～84.0％→55.7％～92.3％）

②農作業に係る交通の利便性の向上によるほ場への通作時間の短縮（２分～10分→1分～8分）

③整備対象施設における維持管理費の軽減（55千円～23,680千円／年→50千円～7,464千円／年）

④農道及び橋梁等の機能点検・機能診断実施率（0％→100％）

（水利施設整備）

⑤整備対象施設における長寿命化（0年→30年～40年）

⑥対象魚道における魚の遡上魚種数の増加（0種→4～7種）

⑦土地改良施設における維持管理費の軽減（0円/年の軽減→8,368千円/年の軽減）

（農村整備）

⑧農作業に係る交通の利便性の向上によるほ場への通作時間の短縮（5分～18分→2分～9分）

⑨整備対象施設における維持管理費の軽減（257千円～16,560千円／年→231千円～14,904千円／年）

⑩汚水処理人口普及率の増加（33.7％→85％）

⑪農業集落排水施設の機能診断の実施・最適整備構想の策定率（0％→100％）

⑫機能診断結果・最適整備構想を活用した事業計画の策定率（0％→100％）

（海岸保全施設整備）

⑬背後集落や農地における高潮等による浸水被害の防止（9.6ha→17.4ha）

○対象事業
 農地整備 51地区、水利施設整備15区、農村整備 19地区、海岸保全施設整備事業 1地区、効果促進事業  2地区
合計  88地区
○関連事業　なし

対象事業　10,863,107千円    関連事業  －　千円     合計　10,863,107千円

評価項目 判定理由

目標の妥当性

  「青森県基本計画」や「青森県農業農村整備中期推進方針」に沿った目標
としている。

「青森県農業農村整備中期推進方針」等で整理された農業水利施設の長
寿命化対策の推進、農村地域の防災・減災対策の推進、農村の生活環境
の改善など、本県の農業・農村における課題に対応した目標としている。

　対象事業による農道や用排水路などの整備は「豊かで力強い農業により
攻める」、海岸整備は「農業・農村の安全・安心を守る」、農業集落排水など
の整備は「魅力的で活力ある農村をつくる」に寄与し、これらを通じて「豊か
で持続可能な農業・農村の実現」を目指すものであり、各事業に対応する指
標とも密接に関連している。

整備計画の
効果・効率性

  各指標は、事業完了時に、その内容を確認できることから適切な指標と
なっている。

  対象事業を適切に評価するため、地区毎に定量的指標を設定している。

整備計画の
実現可能性

  事業の内容や費用負担などについて、関係市町村、農家、地域住民等と
の合意形成が図られ、土地改良法事業にあっては地元同意が得られてい
ることから、円滑な事業執行の環境が整っている。

  地元農家や関係団体からなる事業推進協議会等が設立され、事業の早
期完成の要望が強いことから、地元の機運は醸成されている。

  令和５年度新規着工地区の事業計画については、令和４年度に県の審査
により確認がなされている。

事業を実施
評
価
基
準

評価１は、全項目に○印がついている。

計画の見直し 評価２は、１項目でも×印がついている。


	評価調書  (第５回変更) 

